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株式報酬型ストックオプション制度の廃止に関するお知らせ 
 

 

 当社は、本日開催された取締役会において、当社が導入している株式報酬型ストックオプション制

度を、平成 20 年６月 24 日をもって廃止することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致し

ます。 

 

 

記 

 

１．株式報酬型ストックオプション制度廃止の経緯 

  当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当時導入されていた退職慰労金制度の廃止に伴い、

平成 17 年６月 24 日に株式報酬型ストックオプション制度（以下「本ストックオプション制度」と

いいます。）を制定致しました。以来、当社の取締役及び執行役に対して、役員報酬に該当するスト

ックオプションを付与して参りました。 

  しかしながら、当社は、平成 20 年２月 13 日付で、富士フイルムホールディングス株式会社（以

下「富士フイルムホールディングス」といいます。）及び大正製薬株式会社（以下「大正製薬」とい

います。）との間で、資本・業務提携に関する基本合意書を締結し、これに基づき、当社から富士フ

イルムホールディングス及び大正製薬に対する第三者割当増資と、富士フイルムホールディングス

による当社株式等の公開買付けが行われました。当社は、当該公開買付けに対し賛同意見を表明し、

当該公開買付けの成立により、同年３月 26 日付で富士フイルムホールディングスの子会社となりま

した。また、当該基本合意に基づき、今後、同年開催予定の当社臨時株主総会及び種類株主総会の

決議に基づき、全部取得条項付種類株式制度の利用によって富士フイルムホールディングス及び大



 

正製薬が当社の全株式を取得し、それに伴い当社は上場廃止となる予定であります。 

  このように当社の上場廃止が見込まれる状況においては、当社普通株式を目的とするストックオ

プションは、報酬としての意味合いを失うおそれがあります。かかる環境の変化に伴い、この度、

本ストックオプション制度の廃止を決定いたしました。 

 

２．残存するストックオプションの状況 

  現在、本ストックオプション制度に基づき付与され、残存しているストックオプションの概要は

以下のとおりです。 

 

名  称 
新株予約権１個の 

目的となる株式の数

行使価額 

（１株当たり）
行使期間 残存個数 

新株予約権 1,000 株 １円 
平成 17年６月 25日から

平成 47年６月 24日まで 
90 個 

第２回新株予約権 １株 １円 
平成 18年８月 15日から

平成 48年８月 14日まで 
58,500 個 

第３回新株予約権 １株 １円 
平成 19年８月 14日から

平成 49年８月 13日まで 
69,900 個 

 

３．残存するストックオプションの処理 

  当社は、本日開催された取締役会において、本ストックオプション制度の廃止に伴い、平成 20 年

６月 24 日から施行される役員退職慰労金規定を制定し、同規定に従った役員退職慰労金制度を新た

に導入することについても決議しております。残存するストックオプションにつきましては、当社

と、各取締役及び執行役との間で、当該各取締役及び執行役がそれぞれ保有するストックオプショ

ンに係る権利を全て放棄する旨の合意をし、全てのストックオプションを消滅させる予定でありま

す。当該ストックオプションはその権利放棄と引き換えに、ストックオプションに付与時の公正価

額を乗じた金額を役員退職慰労金として同制度に組み込み、各取締役及び執行役に対して、退任時

に支払う予定であります。 

 

 

以  上 

 

 


